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簿
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一
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…
…
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規

則

東
京
都
建
築
基
準
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
公
布
す
る
。

令
和
五
年
三
月
三
十
一
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

◉
東
京
都
規
則
第
七
十
四
号

東
京
都
建
築
基
準
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

東
京
都
建
築
基
準
法
施
行
細
則
（
昭
和
二
十
五
年
東
京
都
規
則
第
百
九
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ

う
に
改
正
す
る
。

第
十
五
条
の
五
第
一
項
中
「
第
十
条
の
四
の
五
第
一
項
第
四
号
」
を
「
第
十
条
の
四
の
十
第
一
項
第

四
号
」
に
改
め
、
同
項
第
一
号
中
「
第
十
条
の
四
の
五
第
一
項
第
一
号
」
を
「
第
十
条
の
四
の
十
第
一

項
第
一
号
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
第
十
条
の
四
の
八
第
一
項
第
三
号
」
を
「
第
十
条
の
四
の
十

三
第
一
項
第
三
号
」
に
改
め
る
。

別
記
第
七
号
様
式

（表面）
中

「⑫
（

）
（

）
（

）

」
を

「⑫⑬⑭

（
）

（
）

（
）

（
）

（
）

（
）

（
）

（
）

（
）

」
に
改
め
、
同
様
式

（裏面）
（注意）
３
中
「⑪

」
を

「⑬

」
に
、

「④
自
動
車
車
庫
そ
の
他
の
専
ら
自
動
車
又
は
自
転
車
の
停
留
又
は
駐
車
の
た
め
の
施
設

（
誘
導
車
路
、
操
車
場
所
及
び
乗
降
場
を
含
む
。
）
の
用
途
に
供
す
る
部
分

」
を

「④
住
宅
又
は
老
人
ホ
ー
ム
、
福
祉
ホ
ー
ム
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
す
る
も
の
に
設
け
る
機
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械
室
そ
の
他
こ
れ
に
類
す
る
建
築
物
の
部
分
（
建
築
基
準
法
施
行
規
則
第
１０条

の
４
の

４
に
規
定
す
る
建
築
設
備
を
設
置
す
る
た
め
の
も
の
で
あ
っ
て
、
同
規
則
第
１０条

の
４

の
５
各
号
に
掲
げ
る
基
準
に
適
合
す
る
も
の
に
限
る
。
）
で
、
知
事
が
交
通
上
、
安
全

上
、
防
火
上
及
び
衛
生
上
支
障
が
な
い
と
認
め
る
も
の

⑤
自
動
車
車
庫
そ
の
他
の
専
ら
自
動
車
又
は
自
転
車
の
停
留
又
は
駐
車
の
た
め
の
施
設

（
誘
導
車
路
、
操
車
場
所
及
び
乗
降
場
を
含
む
。
）
の
用
途
に
供
す
る
部
分

」
に
、

「⑤

」
を
「⑥

」
に
、
「⑥
」
を
「⑦

」
に
、
「⑦

」
を
「⑧

」
に
、
「⑧

」
を
「⑨

」
に
、
「⑨

」

を
「⑩

」
に
、

「⑩
住
宅
の
用
途
に
供
す
る
部
分

」
を

「⑪
建
築
基
準
法
令
以
外
の
法
令
の
規
定
に
よ
り
、
容
積
率
の
算
定
の
基
礎
と
な
る
延
べ

面
積
に
算
入
し
な
い
部
分

⑫
住
宅
の
用
途
に
供
す
る
部
分

」
に
改
め
、

同
様
式

（裏面）
（注意）
４
中
「⑫

」
を
「⑭

」
に
、
「及

び
③

」
を
「か

ら
④
ま
で

」
に
、
「並

び
に
④
か
ら
⑨

ま
で

」
を
「、

⑤
か
ら
⑩
ま
で

」
に
改
め
、
「得

た
面
積
）

」
の
次
に
「及

び
⑪
に
記
入
し
た
床
面

積

」
を
加
え
る
。

別
記
第
七
号
様
式
の
二
、
第
八
号
様
式
の
二
、
第
十
号
様
式
の
二
、
第
十
二
号
様
式
の
二
及
び
第
十

三
号
様
式
の
二
中
「印

」
を
削
る
。

別
記
第
二
十
二
号
様
式

（表面）
中

「⑫
（

）
（

）
（

）

」
を

「⑫⑬⑭

（
）

（
）

（
）

（
）

（
）

（
）

（
）

（
）

（
）

」
に
改
め
、
同
様
式

（裏面）
（注意）
３
中
「⑪

」
を

「⑬

」
に
、

「④
自
動
車
車
庫
そ
の
他
の
専
ら
自
動
車
又
は
自
転
車
の
停
留
又
は
駐
車
の
た
め
の
施
設

（
誘
導
車
路
、
操
車
場
所
及
び
乗
降
場
を
含
む
。
）
の
用
途
に
供
す
る
部
分

」
を

「④
住
宅
又
は
老
人
ホ
ー
ム
、
福
祉
ホ
ー
ム
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
す
る
も
の
に
設
け
る
機

械
室
そ
の
他
こ
れ
に
類
す
る
建
築
物
の
部
分
（
建
築
基
準
法
施
行
規
則
第
１０条

の
４
の

４
に
規
定
す
る
建
築
設
備
を
設
置
す
る
た
め
の
も
の
で
あ
っ
て
、
同
規
則
第
１０条

の
４

の
５
各
号
に
掲
げ
る
基
準
に
適
合
す
る
も
の
に
限
る
。
）
で
、
知
事
が
交
通
上
、
安
全

上
、
防
火
上
及
び
衛
生
上
支
障
が
な
い
と
認
め
る
も
の

⑤
自
動
車
車
庫
そ
の
他
の
専
ら
自
動
車
又
は
自
転
車
の
停
留
又
は
駐
車
の
た
め
の
施
設

（
誘
導
車
路
、
操
車
場
所
及
び
乗
降
場
を
含
む
。
）
の
用
途
に
供
す
る
部
分

」
に
、

「⑤

」
を
「⑥

」
に
、
「⑥

」
を
「⑦

」
に
、
「⑦

」
を
「⑧

」
に
、
「⑧

」
を
「⑨

」
に
、
「⑨

」

を
「⑩

」
に
、

「⑩
住
宅
の
用
途
に
供
す
る
部
分

」
を

「⑪
建
築
基
準
法
令
以
外
の
法
令
の
規
定
に
よ
り
、
容
積
率
の
算
定
の
基
礎
と
な
る
延
べ

面
積
に
算
入
し
な
い
部
分

⑫
住
宅
の
用
途
に
供
す
る
部
分

」
に
改
め
、

同
様
式

（裏面）
（注意）
４
中
「⑫

」
を
「⑭

」
に
、
「及

び
③

」
を
「か

ら
④
ま
で

」
に
、
「並

び
に
ア
か
ら
カ

ま
で

」
を
「、

⑤
か
ら
⑩
ま
で

」
に
、
「④

か
ら
⑨
ま
で

」
を
「ア

か
ら
カ
ま
で

」
に
改
め
、
「得

た

面
積
）

」
の
次
に
「及

び
⑪
に
記
入
し
た
床
面
積

」
を
加
え
る
。

別
記
第
二
十
二
号
様
式
の
二
中
「印

」
を
削
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

東
京
都
建
築
指
導
事
務
所
長
委
任
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
公
布
す
る
。

令
和
五
年
三
月
三
十
一
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子
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◉
東
京
都
規
則
第
七
十
五
号

東
京
都
建
築
指
導
事
務
所
長
委
任
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

東
京
都
建
築
指
導
事
務
所
長
委
任
規
則
（
昭
和
四
十
六
年
東
京
都
規
則
第
二
百
六
十
号
）
の
一
部
を

次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
三
号
ロ
中
「
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
公
告
」
の
下
に
「
、
同
法
第
五
十
二
条
第
六
項
第
三
号

の
規
定
に
よ
る
建
築
物
の
部
分
の
認
定
」
を
加
え
、
「
一
敷
地
内
認
定
建
築
物
以
外
の
」
を
削
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

東
京
都
中
高
層
建
築
物
の
建
築
に
係
る
紛
争
の
予
防
と
調
整
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改

正
す
る
規
則
を
公
布
す
る
。

令
和
五
年
三
月
三
十
一
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

◉
東
京
都
規
則
第
七
十
六
号

東
京
都
中
高
層
建
築
物
の
建
築
に
係
る
紛
争
の
予
防
と
調
整
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則

の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

東
京
都
中
高
層
建
築
物
の
建
築
に
係
る
紛
争
の
予
防
と
調
整
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
（
昭
和
五
十

三
年
東
京
都
規
則
第
百
五
十
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
五
条
第
一
項
第
四
号
中
「
第
四
十
四
条
第
一
項
第
三
号
」
の
下
に
「
、
第
五
十
二
条
第
六
項
第
三

号
」
を
加
え
、
同
項
第
五
号
中
「
第
五
十
五
条
第
三
項
各
号
」
を
「
第
五
十
五
条
第
三
項
若
し
く
は
第

四
項
各
号
」
に
改
め
、
「
第
五
十
七
条
の
四
第
一
項
た
だ
し
書
」
の
下
に
「
、
第
五
十
八
条
第
二
項
」

を
加
え
、
同
項
第
六
号
中
「
第
五
十
八
条
」
を
「
第
五
十
八
条
第
一
項
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

東
京
都
建
築
士
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
公
布
す
る
。

令
和
五
年
三
月
三
十
一
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

◉
東
京
都
規
則
第
七
十
七
号

東
京
都
建
築
士
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

東
京
都
建
築
士
法
施
行
細
則
（
昭
和
二
十
五
年
東
京
都
規
則
第
二
百
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に

改
正
す
る
。

第
二
十
六
条
の
見
出
し
中
「
試
験
期
日
」
を
「
試
験
期
日
等
」
に
改
め
、
同
条
中
「
東
京
都
公
報
」

を
「
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
へ
の
掲
載
そ
の
他
の
適
切
な
方
法
」
に
改
め
る
。

第
二
十
八
条
第
一
項
中
「
東
京
都
公
報
又
は
指
定
試
験
機
関
の
定
め
る
」
を
「
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
へ
の

掲
載
そ
の
他
の
適
切
な
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

東
京
都
建
築
物
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
の
向
上
に
関
す
る
法
律
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規

則
を
公
布
す
る
。

令
和
五
年
三
月
三
十
一
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

◉
東
京
都
規
則
第
七
十
八
号

東
京
都
建
築
物
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
の
向
上
に
関
す
る
法
律
施
行
細
則
の
一
部
を

改
正
す
る
規
則

東
京
都
建
築
物
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
の
向
上
に
関
す
る
法
律
施
行
細
則
（
平
成
二
十
八
年
東
京

都
規
則
第
百
六
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
記
第
一
号
様
式
の
三
中
「申

請
の
該
当

」
を
「該

当
」
に
、

「非
住
宅
部
分
：

□
モ
デ
ル
建
物
法

□
標
準
入
力
法
等

」
を

「住
宅
部
分
：

□
誘
導
仕
様
基
準

□
誘
導
仕
様
基
準
以
外

非
住
宅
部
分
：

□
モ
デ
ル
建
物
法

□
標
準
入
力
法
等

」
に
改
め
る
。

別
記
第
一
号
様
式
の
四
中
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「非
住
宅
部
分
：

□
モ
デ
ル
建
物
法

□
標
準
入
力
法
等

」
を

「住
宅
部
分
：

□
誘
導
仕
様
基
準

□
誘
導
仕
様
基
準
以
外

非
住
宅
部
分
：

□
モ
デ
ル
建
物
法

□
標
準
入
力
法
等

」
に
改
め
る
。

別
記
第
二
号
様
式
中
「申

請
の
該
当

」
を
「該

当

」
に
、

「非
住
宅
部
分
：

□
モ
デ
ル
建
物
法

□
標
準
入
力
法
等

」
を

「住
宅
部
分
：

□
誘
導
仕
様
基
準

□
誘
導
仕
様
基
準
以
外

非
住
宅
部
分
：

□
モ
デ
ル
建
物
法

□
標
準
入
力
法
等

」
に
改
め
る
。

別
記
第
二
号
様
式
の
二
中

「非
住
宅
部
分
：

□
モ
デ
ル
建
物
法

□
標
準
入
力
法
等

」
を

「住
宅
部
分
：

□
誘
導
仕
様
基
準

□
誘
導
仕
様
基
準
以
外

非
住
宅
部
分
：

□
モ
デ
ル
建
物
法

□
標
準
入
力
法
等

」
に
改
め
る
。

別
記
第
三
号
様
式
中
「□

仕
様
基
準
」

の
次
に
「又

は
誘
導
仕
様
基
準

」
を
加
え
、
「申

請
の
該

当

」
を
「該

当

」
に
改
め
、（注意）
４
及
び
５
を
削
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

東
京
都
都
市
の
低
炭
素
化
の
促
進
に
関
す
る
法
律
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
公
布
す
る
。

令
和
五
年
三
月
三
十
一
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

◉
東
京
都
規
則
第
七
十
九
号

東
京
都
都
市
の
低
炭
素
化
の
促
進
に
関
す
る
法
律
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

東
京
都
都
市
の
低
炭
素
化
の
促
進
に
関
す
る
法
律
施
行
細
則
（
平
成
二
十
四
年
東
京
都
規
則
第
百
五

十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
記
第
一
号
様
式
及
び
第
二
号
様
式
中
「申

請
の
該
当

」
を
「該

当

」
に
、

「２
手
数
料
額
の
計
算

」
を

「２
計
画
の
評
価
方
法

（
該
当
す
る
□
に
レ
を
記
入
）

３
手
数
料
額
の
計
算

住
宅
部
分
：

□
誘
導
仕
様
基
準

□
誘
導
仕
様
基
準
以
外

」
に
、

「共
用
廊
下
等
の
部
分

」
を
「共

用
部
分

」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

公
共
事
業
の
施
行
に
伴
う
移
転
資
金
貸
付
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
公
布
す
る
。

令
和
五
年
三
月
三
十
一
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

◉
東
京
都
規
則
第
八
十
号

公
共
事
業
の
施
行
に
伴
う
移
転
資
金
貸
付
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

公
共
事
業
の
施
行
に
伴
う
移
転
資
金
貸
付
条
例
施
行
規
則
（
昭
和
四
十
八
年
東
京
都
規
則
第
六
十
四

号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
七
条
第
一
項
中
「
〇
・
三
パ
ー
セ
ン
ト
」
を
「
〇
・
九
パ
ー
セ
ン
ト
」
に
改
め
る
。

附

則

１

こ
の
規
則
は
、
令
和
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

こ
の
規
則
の
施
行
の
日
前
に
、
こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
前
の
公
共
事
業
の
施
行
に
伴
う
移
転
資
金
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貸
付
条
例
施
行
規
則
第
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
貸
付
け
の
利
率
を
決
定
し
た
移
転
資
金
に
係
る

利
率
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

東
京
都
立
公
園
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
公
布
す
る
。

令
和
五
年
三
月
三
十
一
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

◉
東
京
都
規
則
第
八
十
一
号

東
京
都
立
公
園
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

東
京
都
立
公
園
条
例
施
行
規
則
（
昭
和
三
十
二
年
東
京
都
規
則
第
三
十
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う

に
改
正
す
る
。

別
表
第
二

一
の
項
中
「
百
六
十
三
円
」
を
「
百
六
十
二
円
」
に
、
「
八
十
二
円
」
を
「
八
十
一

円
」
に
、
「

百
六
円

」
を
「

百
五
円

」
に
、
「
百
八
十
六
円
」
を
「
百
六
十
八

二
百
六
十
二
円

二
百
六
十
二
円

円
」
に
、
「
二
百
十
円
」
を
「
二
百
五
円
」
に
、 「

百
六
円

」
を
「

百
三
円

」
に
、

二
百
三
十
一
円

二
百
二
十
八
円

「
百
八
十
円
」
を
「
百
七
十
五
円
」
に
改
め
、
同
表
二
の
部
㈠
の
項
中
「
二
百
七
十
二
万
九
千
二
百

円
」
を
「
二
百
六
十
八
万
二
千
六
百
円
」
に
、
「
十
八
万
四
千
二
百
円

」
を
「
十
七
万
五
千
三
百

四
万
二
千
九
百
円

四
万
一
千
六
百

円
」
に
、
「
十
五
万
四
百
円
」
を
「
十
四
万
四
千
八
百
円
」
に
、
「
四
十
五
万
七
千
二
百
円
」
を

円「
四
十
三
万
九
千
八
百
円
」
に
、
「
七
十
四
万
三
千
二
百
円
」
を
「
七
十
一
万
五
千
六
百
円
」
に
、

「
三
十
九
万
六
千
八
百
円
」
を
「
三
十
八
万
七
千
百
円
」
に
、
「
二
万
八
千
三
百
円
」
を
「
二
万
六
千

六
百
円
」
に
、
「
六
万
五
千
七
百
円
」
を
「
五
万
六
千
円
」
に
、
「
五
万
四
千
円
」
を
「
四
万
一
千
七

百
円
」
に
、
「
二
十
四
万
六
千
七
百
円
」
を
「
二
十
四
万
一
千
百
円
」
に
、
「
二
十
七
万
九
千
九
百

円
」
を
「
二
十
六
万
九
千
二
百
円
」
に
、
「
十
九
万
一
千
五
百
円
」
を
「
十
八
万
一
千
円
」
に
、
「
四

万
八
千
円
」
を
「
四
万
三
千
九
百
円
」
に
、
「
十
六
万
九
千
七
百
円
」
を
「
十
六
万
九
百
円
」
に
、

「
二
十
一
万
二
百
円
」
を
「
二
十
万
一
千
円
」
に
、
「
四
十
三
万
九
千
二
百
円
」
を
「
四
十
二
万
八
千

七
百
円
」
に
、
「
三
十
一
万
四
千
五
百
円
」
を
「
三
十
万
八
千
九
百
円
」
に
、
「

四
万
三
千
八
百

十
二
万
九
千
七
百

円
」
を
「

四
万
八
百
円

」
に
、
「
二
万
九
千
四
百
円
」
を
「
二
万
六
千
三
百
円
」
に
、

円

十
二
万
一
千
五
百
円

「
十
六
万
六
千
七
百
円
」
を
「
十
五
万
七
千
七
百
円
」
に
、
「
百
十
三
万
八
千
三
百
円
」
を
「
百
六
万

五
千
百
円
」
に
、
「
三
万
四
千
三
百
円
」
を
「
二
万
六
千
四
百
円
」
に
、
「
十
七
万
七
千
五
百
円
」
を

「
十
六
万
七
千
三
百
円
」
に
、
「
七
万
一
千
八
百
円
」
を
「
六
万
四
千
二
百
円
」
に
、
「
十
二
万
九
千

五
百
円
」
を
「
十
一
万
八
千
七
百
円
」
に
、
「
十
六
万
七
千
五
百
円
」
を
「
十
五
万
四
千
五
百
円
」
に
、

「
十
万
二
千
八
百
円
」
を
「
九
万
八
千
七
百
円
」
に
、
「
九
万
五
千
円
」
を
「
九
万
二
千
三
百
円
」
に
、

「
四
万
二
千
九
百
円

」
を
「

四
万
二
百
円

」
に
、
「
十
五
万
二
千
九
百
円
」
を
「
十
三
万
二

四
万
三
千
八
百
円

四
万
一
千
四
百
円

千
九
百
円
」
に
、
「
九
万
七
千
三
百
円
」
を
「
九
万
七
百
円
」
に
、
「
十
六
万
三
千
五
百
円
」
を
「
十

五
万
三
千
円
」
に
、
「
一
万
三
千
二
百
円
」
を
「
一
万
一
千
八
百
円
」
に
、
「
一
万
三
千
九
百
円
」
を

「
一
万
二
千
四
百
円
」
に
、
「
二
万
円
」
を
「
一
万
八
千
百
円
」
に
、
「
十
一
万
三
千
七
百
円
」
を

「
九
万
七
千
六
百
円
」
に
、
「
十
一
万
八
千
五
百
円
」
を
「
十
万
九
千
二
百
円
」
に
改
め
、
同
部
㈡
の

項
中
「
二
百
六
十
二
万
一
千
百
円
」
を
「
二
百
六
十
一
万
四
百
円
」
に
、
「
四
十
九
万
四
千
五
百
円
」

を
「
四
十
九
万
三
千
二
百
円
」
に
、
「
二
十
六
万
二
千
四
百
円
」
を
「
二
十
五
万
八
千
三
百
円
」
に
、

「
百
三
十
三
万
三
百
円
」
を
「
百
二
十
七
万
九
千
三
百
円
」
に
、
「
百
七
万
一
千
円
」
を
「
百
一
万
九

千
九
百
円
」
に
、
「
百
四
十
三
万
五
千
九
百
円
」
を
「
百
三
十
八
万
九
千
二
百
円
」
に
、
「
八
十
三
万

三
千
百
円
」
を
「
八
十
一
万
七
千
七
百
円
」
に
、
「
一
万
七
千
四
百
円
」
を
「
一
万
六
千
百
円
」
に
、

「
二
十
四
万
六
千
二
百
円
」
を
「
二
十
二
万
七
千
円
」
に
、
「
四
十
八
万
四
千
七
百
円
」
を
「
四
十
五

万
二
千
二
百
円
」
に
、
「
七
十
一
万
八
千
四
百
円
」
を
「
六
十
九
万
四
千
八
百
円
」
に
、
「
三
十
七
万
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四
千
百
円
」
を
「
三
十
五
万
二
千
五
百
円
」
に
改
め
、
同
部
㈣
の
項
中
「
七
十
二
万
三
百
円
」
を
「
七

十
万
八
千
円
」
に
、
「
二
十
四
万
三
千
百
円
」
を
「
二
十
三
万
九
千
二
百
円
」
に
、
「
四
十
七
万
七
千

円
」
を
「
四
十
七
万
二
百
円
」
に
改
め
、
同
部
㈤
の
項
中
「
七
十
五
万
二
千
七
百
円
」
を
「
七
十
一
万

一
千
百
円
」
に
改
め
、
同
部
㈥
の
項
中
「
七
百
六
十
七
万
四
千
四
百
円
」
を
「
七
百
六
十
六
万
五
千
九

百
円
」
に
、
「
五
百
八
十
三
万
六
千
三
百
円
」
を
「
五
百
八
十
二
万
七
千
四
百
円
」
に
、
「
四
百
二
十

万
三
千
三
百
円
」
を
「
四
百
十
二
万
八
千
九
百
円
」
に
、
「
二
百
二
十
九
万
二
千
三
百
円
」
を
「
二
百

二
十
八
万
九
千
八
百
円
」
に
、
「
三
十
万
八
千
九
百
円
」
を
「
三
十
万
八
千
五
百
円
」
に
、
「
三
百
十

七
万
五
百
円
」
を
「
三
百
十
六
万
八
千
八
百
円
」
に
、
「
二
百
二
十
八
万
一
千
七
百
円
」
を
「
二
百
二

十
八
万
四
百
円
」
に
、
「
九
十
万
三
千
七
百
円
」
を
「
九
十
万
二
千
八
百
円
」
に
、
「
七
百
二
十
一
万

九
千
三
百
円
」
を
「
七
百
二
十
一
万
四
千
四
百
円
」
に
、
「
六
百
二
十
八
万
九
千
二
百
円
」
を
「
六
百

二
十
八
万
三
千
三
百
円
」
に
、
「
四
十
六
万
三
千
二
百
円
」
を
「
四
十
六
万
二
千
六
百
円
」
に
、
「
七

十
八
万
六
千
八
百
円
」
を
「
七
十
七
万
八
千
七
百
円
」
に
、
「
八
十
六
万
一
千
百
円
」
を
「
八
十
五
万

七
千
六
百
円
」
に
、
「
八
十
五
万
三
千
二
百
円
」
を
「
八
十
五
万
二
千
七
百
円
」
に
、
「
七
十
万
三
千

四
百
円
」
を
「
七
十
万
二
千
九
百
円
」
に
、
「
五
十
万
五
千
円
」
を
「
五
十
万
四
千
八
百
円
」
に
、

「
四
十
九
万
九
百
円
」
を
「
四
十
九
万
三
百
円
」
に
、
「
九
十
五
万
一
千
円
」
を
「
九
十
四
万
八
千
四

百
円
」
に
、
「
四
百
七
十
四
万
七
百
円
」
を
「
四
百
七
十
三
万
六
千
九
百
円
」
に
、
「
百
八
十
四
万
九

百
円
」
を
「
百
八
十
三
万
九
千
百
円
」
に
、
「
百
三
十
四
万
四
百
円
」
を
「
百
三
十
三
万
三
千
百
円
」

に
、
「
五
十
四
万
四
千
九
百
円
」
を
「
五
十
四
万
四
千
五
百
円
」
に
、
「
四
十
九
万
五
千
四
百
円
」
を

「
四
十
九
万
四
千
九
百
円
」
に
、
「
三
十
一
万
二
千
三
百
円
」
を
「
三
十
一
万
二
百
円
」
に
、
「
七
十

二
万
八
千
五
百
円
」
を
「
七
十
二
万
六
千
六
百
円
」
に
、
「
三
百
九
十
三
万
八
千
八
百
円
」
を
「
三
百

九
十
二
万
六
百
円
」
に
、
「
二
十
九
万
五
百
円
」
を
「
二
十
八
万
三
千
五
百
円
」
に
、
「
五
十
二
万
一

千
円
」
を
「
五
十
一
万
八
千
七
百
円
」
に
、
「
百
六
十
一
万
六
千
二
百
円
」
を
「
百
六
十
一
万
四
千
三

百
円
」
に
、
「
五
百
六
十
二
万
二
千
四
百
円
」
を
「
五
百
五
十
四
万
九
百
円
」
に
、
「
七
十
万
四
千
二

百
円
」
を
「
七
十
万
一
千
円
」
に
、
「
百
八
十
三
万
九
千
百
円
」
を
「
百
八
十
三
万
六
千
七
百
円
」
に
、

「
百
十
五
万
四
千
八
百
円
」
を
「
百
十
三
万
五
千
六
百
円
」
に
、
「
二
百
六
十
五
万
八
百
円
」
を
「
二

百
六
十
四
万
八
千
円
」
に
、
「
百
二
十
一
万
九
千
五
百
円
」
を
「
百
二
十
一
万
八
千
六
百
円
」
に
、

「
三
百
七
十
七
万
五
千
七
百
円
」
を
「
三
百
七
十
七
万
三
千
円
」
に
、
「
三
十
万
五
千
八
百
円
」
を

「
三
十
万
四
千
五
百
円
」
に
改
め
、
同
部
㈦
の
項
中
「
二
十
八
万
三
百
円
」
を
「
二
十
七
万
三
千
六
百

円
」
に
改
め
、
同
部
㈧
の
項
中
「
三
万
九
千
八
百
円
」
を
「
三
万
九
千
三
百
円
」
に
、
「
四
千
円
」
を

「
三
千
七
百
円
」
に
、
「
二
千
二
百
円
」
を
「
千
八
百
円
」
に
改
め
、
同
部
㈨
の
項
中
「
二
十
一
万
九

千
四
百
円
」
を
「
二
十
一
万
六
千
七
百
円
」
に
、
「
十
六
万
三
千
百
円
」
を
「
十
五
万
八
千
八
百
円
」

に
、
「
七
万
六
千
八
百
円
」
を
「
七
万
一
千
五
百
円
」
に
改
め
、
同
部
㈩
の
項
中
「
二
十
五
万
七
千
五

百
円
」
を
「
二
十
五
万
五
千
七
百
円
」
に
、
「
十
四
万
五
千
六
百
円
」
を
「
十
四
万
四
千
三
百
円
」
に
、

「
五
万
六
千
五
百
円
」
を
「
五
万
五
千
四
百
円
」
に
、
「
百
九
十
八
万
六
千
九
百
円
」
を
「
百
九
十
七

万
九
千
三
百
円
」
に
、
「
二
十
三
万
六
千
四
百
円
」
を
「
二
十
二
万
四
千
三
百
円
」
に
改
め
、
同
部
十一

の
項
中
「
二
百
九
十
五
万
五
千
七
百
円
」
を
「
二
百
九
十
二
万
三
千
三
百
円
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

訓

令

◉
東
京
都
訓
令
第
二
十
六
号

庁

中

一

般

支

庁

事

業

所

収
用
委
員
会
事
務
局

労
働
委
員
会
事
務
局

職
員
の
服
務
の
宣
誓
に
関
す
る
取
扱
規
程
（
昭
和
二
十
六
年
東
京
都
訓
令
甲
第
二
十
七
号
）
の
一
部

を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

令
和
五
年
三
月
三
十
一
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

第
二
号
中
「
子
供
政
策
連
携
室
長
」
の
下
に
「
、
ス
タ
ー
ト
ア
ッ
プ
・
国
際
金
融
都
市
戦
略
室
長
」

を
加
え
る
。

附

則

こ
の
訓
令
は
、
令
和
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
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◉
東
京
都
訓
令
第
二
十
七
号

庁

中

一

般

支

庁

事

業

所

収
用
委
員
会
事
務
局

労
働
委
員
会
事
務
局

会
計
年
度
任
用
職
員
の
服
務
の
宣
誓
に
関
す
る
取
扱
規
程
（
令
和
二
年
東
京
都
訓
令
第
五
号
）
の
一

部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

令
和
五
年
三
月
三
十
一
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

第
四
条
中
「
子
供
政
策
連
携
室
長
」
の
下
に
「
、
ス
タ
ー
ト
ア
ッ
プ
・
国
際
金
融
都
市
戦
略
室
長
」

を
加
え
る
。

附

則

こ
の
訓
令
は
、
令
和
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

◉
東
京
都
訓
令
第
二
十
八
号

総

務

局

環

境

局

福

祉

保

健

局

産

業

労

働

局

小

笠

原

支

庁

研
究
職
員
の
研
究
成
果
活
用
企
業
の
役
員
等
と
の
兼
業
許
可
等
に
関
す
る
事
務
取
扱
規
程
（
平
成
十

二
年
東
京
都
訓
令
第
七
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

令
和
五
年
三
月
三
十
一
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

前
行
署
名
中
「
福
祉
保
健
局
」
を
「
保
健
医
療
局
」
に
改
め
る
。

第
五
条
第
一
項
第
三
号
中
「
同
項
第
四
号
」
を
「
同
条
第
四
号
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
訓
令
は
、
令
和
五
年
七
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

◉
東
京
都
訓
令
第
二
十
九
号

総

務

局

環

境

局

福

祉

保

健

局

産

業

労

働

局

小

笠

原

支

庁

研
究
職
員
の
株
式
会
社
の
監
査
役
と
の
兼
業
許
可
等
に
関
す
る
事
務
取
扱
規
程
（
平
成
十
二
年
東
京

都
訓
令
第
七
十
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

令
和
五
年
三
月
三
十
一
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

前
行
署
名
中
「
福
祉
保
健
局
」
を
「
保
健
医
療
局
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
訓
令
は
、
令
和
五
年
七
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

◉
東
京
都
訓
令
第
三
十
号

庁

中

一

般

支

庁

事

業

所

収
用
委
員
会
事
務
局

労
働
委
員
会
事
務
局

東
京
都
職
員
服
務
規
程
（
昭
和
四
十
七
年
東
京
都
訓
令
第
百
二
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改

正
す
る
。

令
和
五
年
三
月
三
十
一
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

第
四
条
の
二
第
二
項
第
二
号
中
「
子
供
政
策
連
携
室
長
」
の
下
に
「
、
ス
タ
ー
ト
ア
ッ
プ
・
国
際
金

融
都
市
戦
略
室
長
」
を
加
え
る
。
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附

則

こ
の
訓
令
は
、
令
和
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

◉
東
京
都
訓
令
第
三
十
一
号

庁

中

一

般

支

庁

事

業

所

収
用
委
員
会
事
務
局

労
働
委
員
会
事
務
局

東
京
都
職
員
出
勤
記
録
及
び
出
勤
簿
整
理
規
程
（
昭
和
四
十
七
年
東
京
都
訓
令
第
百
二
十
三
号
）
の

一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

令
和
五
年
三
月
三
十
一
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

第
四
条
中
「
子
供
政
策
連
携
室
長
」
の
下
に
「
、
ス
タ
ー
ト
ア
ッ
プ
・
国
際
金
融
都
市
戦
略
室
長
」

を
加
え
る
。

附

則

こ
の
訓
令
は
、
令
和
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

◉
東
京
都
訓
令
第
三
十
二
号

庁

中

一

般

支

庁

東
京
都
支
庁
長
専
決
規
程
（
昭
和
四
十
四
年
東
京
都
訓
令
甲
第
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正

す
る
。令

和
五
年
三
月
三
十
一
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

第
一
条
第
一
項
第
九
十
七
号
中
「
第
十
一
条
第
一
項
及
び
第
二
項
」
を
「
第
十
一
条
第
一
項
か
ら
第

三
項
ま
で
」
に
改
め
、
同
項
第
九
十
七
号
の
二
中
「
第
十
一
条
第
三
項
」
を
「
第
十
一
条
第
四
項
」
に

改
め
、
同
項
第
九
十
七
号
の
三
中
「
第
十
一
条
第
四
項
」
を
「
第
十
一
条
第
五
項
」
に
改
め
、
同
条
第

二
項
第
十
五
号
中
「
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
緊
急
対
策
に
係
る
小
笠
原
諸
島
生
産
物
貨
物
運
賃

補
助
金
交
付
要
綱
」
を
「
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
等
へ
の
緊
急
対
策
に
係
る
小
笠
原
諸
島
生
産

物
貨
物
運
賃
補
助
金
交
付
要
綱
」
に
改
め
る
。

◉
東
京
都
訓
令
第
三
十
三
号

総

務

局

福

祉

保

健

局

東
京
都
監
察
医
務
規
程
（
昭
和
二
十
五
年
東
京
都
訓
令
甲
第
七
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改

正
す
る
。

令
和
五
年
三
月
三
十
一
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

前
行
署
名
中
「
福
祉
保
健
局
」
を
「
保
健
医
療
局
」
に
改
め
る
。

第
二
条
中
「
警
察
吏
員
」
を
「
警
察
官
」
に
改
め
る
。

第
七
条
中
「
福
祉
保
健
局
長
」
を
「
保
健
医
療
局
長
」
に
改
め
る
。

別
記
第
四
号
様
式
中
「福

祉
保
健
局
長

」
を
「保

健
医
療
局
長

」
に
改
め
る
。

附

則

１

こ
の
訓
令
は
、
令
和
五
年
七
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

こ
の
訓
令
の
施
行
の
際
、
こ
の
訓
令
に
よ
る
改
正
前
の
東
京
都
監
察
医
務
規
程
別
記
第
四
号
様
式

に
よ
る
用
紙
で
、
現
に
残
存
す
る
も
の
は
、
所
要
の
修
正
を
加
え
、
な
お
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
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